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Ｑ4．令和５年度当初予算は何に使う予定なの？
今後、推進すべき重要政策として、下記の①～④の各事業に重点的に取り組みます。 財政事情の公表

令和５年度当初予算・令和４年度予算執行状況

令和５年度当初予算についての説明を、かどっぴーと一緒に見ていきましょう♫

一般会計　88億3,900万円　前年度比(※)3,335万円減（0.4％減）

〈予算の基礎知識〉
Q1．予算ってなーに??
 　門川町では、福祉・教育・道路など色々な行政サービスをしています。どの仕事にどれくらいお金を使うの
かを、あらかじめ決めておく必要があります。そのため、１年間にどれくらいのお金が入ってくるのか、どのよ
うにお金を使う予定があるのか計画するものが、予算となります。

Ｑ2．予算ってどうやってつくるの？
 　町民の皆様により良い生活を送っていただくために何をしたらよいか？を考え、予算の案を作ります。
作った予算案は、町議会に提出され、内容の審査を経た後に、町議会の議決を受けて決定します。１年間の年間
予算として当初に成立した予算を『当初予算』といいます。

 　令和４年度の当初予算においては、任期満了に伴う門川町長選挙が行われたため、予算成立の段階では、
『骨格予算』（政策的・投資的事業費を除いた必要最小限で編成する予算）となっておりました。
　このため下記の表では、令和５年度当初予算と令和４年度６月補正後（政策的・投資的事業費を含む）の予算
を比較しています。

Ｑ3．門川町の予算はどれくらいあるの？

　門川町では、福祉、教育、道路・公園の整備などの行政サービスにかかるお金を【一般会計】として管理してい
ます。特定の収入（国民健康保険税、介護保険料、上水道料など）があるものについては、お金の出し入れを分か
りやすくするため、【特別会計】や【公営企業会計】として、お財布を分けて管理しています。

◆一般会計とは…町税や地方交付税などを財源として、福祉・教育・道路整備等の様々な分野の仕事を行う会
　　　　　　　　計であり、多くの事業やサービスを行っている会計
◆特別会計とは…国民健康保険や介護保険のように、特定の収入により特定の事業を行うため、一般会計と分
　　　　　　　　けて管理している会計（国民健康保険事業・後期高齢者医療・介護保険事業・簡易水道事業）
◆公営企業会計とは…地方公営企業法の適用を受けて、地方自治体が経営する会計
　　　　　　　　　　水道事業のように、その事業収入により経営を行う会計（水道事業会計）

予算は、１年間（４～３月）にどのくらいの収入や支出があるのかを計画するものなんだね。
予算には、一般会計、特別会計、公営企業会計という言葉が出てくるよ！

増減率

▲0.4%

▲0.7%

▲3.2%

7.4%

0.7%

1.8%

▲20.2%

▲1.5%

※６月補正後予算額

増減額

▲3,335万円

▲3,119万円

▲7,866万円

3,508万円

1,211万円

28万円

▲1億4,279万円

▲2億　733万円

令和４年度
６月補正後

88億7,235万円

46億4,393万円

24億3,972万円

 4億7,461万円

17億1,381万円

　　　1,579万円

7億　621万円

142億2,249万円

令和５年度当初予算の比較

88億3,900万円

46億1,274万円

23億6,106万円

  5億　969万円

17億2,592万円

　1,607万円

5億6,342万円

140億1,516万円

一般会計

　　　　　　　国民健康保険事業

　　　　　　　後期高齢者医療

　　　　　　　介護保険事業

　　　　　　　簡易水道事業

公営企業会計

総額（一般＋特別＋公営）

    

特別会計

水道事業会計
（収益的・資本的収支）
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①豊かさを実感できる町
●森林環境譲与税事業　2,021 万円
　�　森林の整備及び促進に関する事業に森林環境譲与
税を活用します。

●水産業振興費事業　6,984 万円
　�　漁業・水産加工業の振興のため、各種支援事業に
取り組みます。

●ふるさと納税事業　6 億 5,113 万円
　�　地場産業活性化のため、特産品のＰＲや返礼品の
新規開発等、事業者と協力しながら門川町を応援し
てくれる関係人口の拡大に取り組みます。

●商工振興費事業　4,711 万円
　�　商工会などの各団体への補助金を支給して商工業
振興に取り組みます。

●観光費事業　3,417 万円
　�　観光地の整備や門川三大祭等を支援し、観光客誘
致を推進します。

●福祉健康交流研修施設管理事業　2 億 4,157 万円
　�　温泉施設心の杜の適正な管理運営を行い、経営の
安定化を図ります。

②快適な生活を実感できる町
●道路新設改良事業　1 億 3,970 万円
　�　道路拡幅工事等により住民生活の利便性及び交通
の安全性を図ります。曽根米ノ山線等の工事及び設
計を行います。

●街路事業　3,814 万円
　�　加草中村線整備に向けて測量や地質調査、道路詳
細設計を行います。

●町営住宅管理事業　1 億 2,949 万円
　�　町営住宅の維持管理を行うとともに、西ノ山住宅
の住戸改善や平城住宅の合併浄化槽設置工事、平城
住宅の解体工事等を行います。

●し尿処理維持管理事業　8,336 万円　
　�　衛生センターの適正管理を行い、老朽化した施設
の修繕及び工事を行います。

●総合交通事業　1,839 万円　
　�　持続可能な公共交通体系の整備として「かどっ
ぴータクシー」を継続して運行します。

●合併処理浄化槽設置事業　2,941 万円
　�　生活排水等の環境対策として、合併処理浄化槽の
普及促進を図り、転換に係る費用補助を行います。

③男女が共に担い、安心して子育てができる町
●母子父子福祉事業　6,634 万円
　�　子育て世代の経済的負担を軽減するため、中学校
卒業までの子どもを対象とする「こども医療費助成
制度」を継続して実施します。

●公立保育所事業　5,757 万円
　�　平城保育所の適正管理を行い、子育て支援に取り
組みます。

●児童措置事業　11 億 1,044 万円
　�　地域のニーズ・計画に基づき、放課後児童クラブ
事業や児童手当給付等を実施します。

●公園事業　1,112 万円
　�　都市公園の維持管理及び遊具施設等の改修を行い
ます。

● ICT 教育推進事業　1,719 万円
　�　ICT 教育を推進するためにタブレット用教育支援
ツールを活用します。

●学力向上支援事業　2,097 万円
　�　習熟度別の少人数指導を行い、学力の底上げを行
います。

④住みなれた地域で、安全で安心して暮らせる町
●一般管理事業　8,738 万円
　�　日向地区二次救急医療体制整備や延岡市夜間急病
センター（小児初期救急医療）運営等に対して財政
負担を行い、救急体制と小児科病床の確保に努めま
す。

●感染症予防事業　6,328 万円
　�　ロタワクチンをはじめとする小児の定期予防接種
等を実施し、感染症対策を図ります。

●住民基本台帳ネットワークシステム事業　2,027 万円
　�　マイナンバーカード管理システムを導入し、マイ
ナンバーカードの普及を図ります。

●災害対策費事業　2,652 万円
　�　災害対策として、備蓄計画に基づく備蓄品の整備
や自主防災組織への補助等を行います。

●非常備消防費事業　4,788 万円
　�　消防団の設置運営に関する経費となり、消火栓
ボックスの整備等を行います。
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Ｑ5．門川町の収入にはいくらあるの？
収入（歳入）には、大きく分けて自主財源と依存財源の２つがあります。
①自主財源とは、門川町のような地方自治体が自主的に収入し得る財源のことです。
②依存財源とは、国・県の意思によって定められた額を交付される財源のことで、国・県支出金や地方債（借金）
　などがあります。

令和５年度当初予算主な自主財源

17億　109万円

8億6,873万円

8億円

1億5,894万円

1億5,837万円

令和４年度６月補正後予算

16億　754万円

11億9,063万円

4億円

1億6,194万円

1億4,849万円

増減額

9,355万円

▲3億2,190万円

4億円

▲300万円

988万円

増減率

5.8％

▲27.0％

100％

▲1.9％

6.7％

町　税

繰入金

寄附金

使用料及び手数料

諸収入

わたしたちの生活が
よくなるためには、
色々 な事業があるんだね！

①令和５年度の主な一般会計の収入（自主財源）について、前年度６月補正後予算と比較しました。

令和５年度当初予算主な依存財源

22億9,000万円

10億2,168万円

8億1,234万円

3億2,740万円

令和４年度６月補正後予算

23億9,000万円

10億6,039万円

7億1,127万円

5億　360万円

増減額

▲1億円

▲3,871万円

1億　107万円

▲1億7,620万円

増減率

▲4.2%

▲3.7％

14.2％

▲35.0％

地方交付税

国庫支出金

県支出金

町債（地方債）

②令和５年度の主な一般会計の収入（依存財源）について、前年度６月補正後予算と比較しました。

依存財源は、総合計額49億6,012万円（前年度比　4.0％減）となっています。（全体構成の56.1％）

自主財源は、合計38億7,888万円（前年度比　4.7％増）となっています。（全体構成の43.9％）

国庫支出金
1,021,680千円
（11.6％）

自主財源
3,878,876千円
（43.9％）

依存財源
4,960,124千円
（56.1％）

県支出金
812,344千円

（9.2％）

町債
327,400千円

（3.7％）

その他（交付金等） 508,700千円（5.7％）

・地方消費税交付金
・地方譲与税
・地方特例交付金
・法人事業税交付金
・環境性能割交付金
・配当割交付金
・交通安全対策特別交付金
・株式等譲渡所得割交付金
・利子割交付金

390,000千円（4.4％）
75,000千円（0.9％）
19,000千円（0.2％）
12,000千円（0.2％）
3,000千円（0.0％）
3,000千円（0.0％）
3,000千円（0.0％）
3,000千円（0.0％）

700千円（0.0％）

その他 841,739千円（9.5％）

・寄附金　　　　　800,007千円（9.0％）
・分担金及び負担金  36,395千円（0.4％）
・財産収入　　　　　 5,337千円（0.1%）

使用料及び手数料
158,944千円

（1.8％）

諸収入
158,372千円

（1.8％）

繰入金
868,729千円

（9.8%）

歳　入 88億3,900万円

一般会計当初予算の構成

町税
1,701,092千円

（19.3%）

地方交付税
2,290,000千円

（25.9％）

繰越金
150,000千円

（1.7％）

Ｑ6．門川町の支出について教えてほしいな
支出（歳出）は、大きく分けて目的別と性質別の２つがあります。

令和５年度当初予算主な目的別経費

32億5,299万円

20億2,975万円

7億5,479万円

7億1,940万円

6億6,990万円

5億8,505万円

3億3,049万円

2億8,142万円

令和４年度６月補正後予算

30億8,708万円

17億1,811万円

8億　736万円

6億9,840万円

12億2,778万円

3億7,880万円

3億2,419万円

3億5,832万円

増減額

1億6,591万円

3億1,164万円

▲5,257万円

2,100万円

▲5億5,788万円

2億　625万円

630万円

▲7,690万円

増減率

5.4％

18.1％

▲6.5％

3.0％

▲45.4％

54.4％

1.9％

▲21.5％

民生費

総務費

衛生費

公債費

教育費

土木費

消防費

農林水産業費

◆目的別とは・・・行政目的別ごとに分類されるもの（主に民生費、総務費、衛生費等に分類）

令和５年度当初予算義務的経費

19億1,573万円

14億1,774万円

7億1,940万円

令和４年度６月補正後予算

17億9,776万円

14億 　　7万円

6億9,840万円

増減額

1億1,797万円

1,767万円

2,100万円

増減率

6.6％

1.3％

3.0％

扶助費

人件費

公債費

◆性質別とは・・・経費の性質ごとに分類されるもの（主に義務的経費、投資的経費、その他一般に分類）

※義務的経費とは、支出が義務付けられており任意的に削減できない経費のこと

令和５年度当初予算主なその他一般行政経費

19億6,861万円

9億7,785万円

1,828万円

令和４年度６月補正後予算

19億1,263万円

9億4,189万円

2,861万円

増減額

5,598万円

3,596万円

▲1,033万円

増減率

2.9％

3.8％

▲36.1％

物件費

補助費等

維持補修費

※その他の経費とは、義務的経費、投資的経費以外で係る経費のこと

令和５年度当初予算投資的経費

6億4,357万円

860万円

令和４年度６月補正後予算

9億7,830万円

1,651万円

増減額

▲3億3,473万円

▲791万円

増減率

▲34.2％

▲47.9％

普通建設事業費

災害復旧費
※投資的経費とは、道路や橋、学校などの建設事業、災害復旧に係る経費のこと

その他 215,213千円（2.4％）

性質別
88億3,900万円

目的別
88億3,900万円

民生費
3,252,987千円

（36.8％）

物件費
1,968,611千円

（22.3％）

一般行政経費
4,133,951千円

（46.7％）

義務的経費
4,052,876千円

（45.9％）

投資的経費
652,173千円

（7.4％）

普通建設事業費
643,572千円

（7.3％）

単独事業費
321,785千円

（3.6％）

補助事業費
321,787千円

（3.7％）

災害復旧費
8,601千円
（0.1％）

繰出金
902,524千円
（10.2％）

扶養費
1,915,734千円

（21.7％） 衛生費
754,790千円

（8.5％）

教育費
669,901千円

（7.6％）

公債費
719,400千円

（8.2％）
歳出合計

88億3,900万円

土木費
585,054千円

（6.6％）

農林水産業費
281,416千円

（3.2％）

消防費
330,494千円

（3.7％）

総務費
2,029,745千円

（23.0％）

公債費
719,400千円

（8.2％）

補助費等
977,854千円
（11.0％）

人件費
1,417,742千円

（16.0％）

・議会費
・商工費
・予備費
・災害復旧費
・諸支出金
・労働費

92,122千円（1.0%）
99,486千円（1.1%）
15,000千円（0.2%）
8,601千円（0.1%）

3千円（0.0%）
1千円（0.0%）

その他 284,962千円（3.2％）
・貸付金
・積立金
・維持補修費
・投資、出資金
・予備費

60,040千円（0.7%）
174,144千円（1.9%）

18,278千円（0.2%）
17,500千円（0.2%）
15,000千円（0.2%）



財
政
事
情
の
公
表

財
政
事
情
の
公
表
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令和４年度予算の執行状況

【令和５年度事業の主な取り組み】

門川町　水道事業会計～令和５年度予算について～

令和４年度予算の令和４.４.１～５.３.31までの執
行状況は下表のとおりです。

水道事業会計は、日々の営業活動に必要な経費(収益的収支)と、水道管や浄水場などの工事に必要な経費（資
本的収支）の２つに分けて運営しています。

・耐震化配水管布設替工事　・門川町水道事業経営戦略の見直し  等

◆収益的収入および支出【経営部門】
（日々の営業活動に必要な経費）

◆資本的収入および支出【建設部門】
　収支差引　１億1,913万円

＊内部留保資金・・・減価償却費など、実際にお金の支出がない費用を計上することで生じた資金

（水道管や浄水場などの工事）

の不足額は、内部留保資金等で補てんします。

【業務の予定量】
給水戸数…7,435戸／年間総給水量…2,205,643㎥

予算額

109億5,861万円

49億8,846万円

26億4,954万円

 4億9,462万円

18億2,814万円

1,616万円

収入済額（執行率％）

105億2,475万円（96％）

47億2,814万円（94.7％）

23億8,264万円（89.9％）

4億8,945万円（98.9％）

18億4,258万円（100％）

1,347万円（83.3％）

支出済額（執行率％）

94億2,649万円（86％）

40億5,255万円（81.2％）

20億4,698万円（77.2％）

 4億6,584万円（94.2％）

15億2,915万円（83.6％）

1,058万円（65.5％）

一般会計

　　　　　　　国民健康保険事業

　　　　　　　後期高齢者医療

　　　　　　　介護保険事業

　　　　　　　簡易水道事業

    

特別会計

区　分

収益的　収入

収益的　支出

資本的　収入

資本的　支出

予算額

3億8,129万円

3億1,212万円

1億5,057万円

4億1,383万円

執行済額（執行率％）

3億6,746万円（96.4％）

2億7,160万円（87.0％）

1億5,056万円（100.0％）

3億4,914万円（84.4％）

公営企業会計 水道事業会計
（収益的・資本的収支）

予算額に対しての収入額は90％以上、支出額は80％以上になっているよ。
公営企業も収入額は95％以上、支出額は80％以上になっているね。
※出納整理期間（令和５年４～５月）の収入・支出は含まれていません。

（出納整理期間とは、年度末までに確定した債権債務について現金の未収
未払の整理を行う期間のこと。）

支出
３億1,949万円

支出
２億4,393万円

収入
３億5,197万円

収入
１億2,480万円

水道料金収入
94%

企業債
69%

補助金
16%

出資金
14%

工事負担金等
1%

その他の収入
6%

建設
改良費
52%

企業債
償還金
48%

減価
償却費
39%

人件費
14%

修繕費
10%

動力費
12%

委託料
9%

企業債利息
4%

その他の経費
12%

Ｑ7．家計簿に例えると、どれくらいになる？
ひと月の収入・支出（30万円程度）を例として、門川町の一般会計予算をあてはめて計算してみます。

Ｑ8．門川町の貯金残高と借金額を知りたいな
　令和４年度の町の貯金である基金、そして借金で
ある町債の状況を下表で説明します。基金について
は、令和４年度中に財政調整基金や公共施設等整備
基金などを取り崩した結果、総額38億7,380万円と
なりました。町債については、地方交付税の代替措置
である臨時財政対策債が依然として大きい割合を占
めており、令和３年度末と比較して、２億3,706万円
減額する見込みです。臨時財政対策債など一部の地
方債は、後年度に地方交付税として戻ってくるので、
実際の町の負担は、借入残高よりも少なくなります。

※町民１人あたりの算出の人口は、令和３年度17,472人（R４．３．31 住民基本台帳人口）
令和４年度17,288人（R５．３．31 住民基本台帳人口）です。

元利償還金

うち元金償還

借入額

借入残高

うち臨時財政対策債

町民１人あたりの借入残高

    

令和４年度（見込）

6億9,013万円

6億7,130万円

4億8,365万円

74億2,542万円

25億6,685万円

42万9,513円

6億4,535万円

6億2,205万円

6億9,567万円

76億1,306万円

28億　391万円

43万5,729円

令和３年度

【収入】

【町債の推移状況】

財政調整基金

公共施設等整備基金

ふるさと振興基金

減債基金

社会福祉基金

土地開発基金

地域福祉振興基金

水産業振興基金

ふるさと農村活性化基金

環境整備基金

優良家畜導入基金

森林環境譲与税基金

新型コロナ感染症利子補給基金

原油・原材料高利子補給基金

エネルギー価格高騰等利子補給基金

合　計

町民１人あたりの基金残高（貯金残高）

令和４年度基金の種類

17億8,967万円

14億1,906万円

9,363万円

5,664万円

112万円

1億9,877万円

2億2,738万円

2,042万円

1,052万円

806万円

2,701万円

852万円

100万円

1,100万円

100万円

38億7,380万円

22万4,075円

令和５年度収入の種類

パート収入
（分担金、負担金、手数料）

親からの援助
（国県支出金）

基本給（町税）

諸手当
（交付金、交付税）

ローンの借入
（町債）

預金引き出し
（繰入金）

不動産収入・利子
（財産収入、諸収入等）

前月の残り
（繰越金）

合　計

57,900円

94,800円

6,600円

62,400円

11,100円

29,400円

32,700円

5,100円

300,000円

令和５年度
構成比

19.3%

31.6%

2.2%

20.8%

3.7%

9.8%

10.9%

1.7%

100.0%

令和４年度
６月補正後構成比

令和５年度 令和５年度
構成比

令和４年度
６月補正後構成比

18.1%

32.6%

2.2%

20.0%

5.7%

13.4%

6.3%

1.7%

100.0%

20億4,064万円

11億7,905万円

3億5,760万円

5,664万円

112万円

1億9,876万円

2億2,737万円

2,042万円

1,052万円

1,336万円

2,600万円

852万円

700万円

－

－

41億4,700万円

23万7,351円

令和３年度

【基金の保有状況】（R５.３.31時点）

今年と去年の割合を比較してみよう！収入面では、基本給や不動産収入・利子が増えて、
ローンの借入や預金引き出しは減っているね！支出面では、食費等の生活費や医療費が
増えて、家の修繕、新築にかかる費用が減っているよ。

給

　料

【支出】

支出の種類

ローン返済（公債費）

医療費（扶助費）

食費、学費、生活費
（人件費、物件費）

仕送り（繰出金）

交際費（補助費等）

家の修繕、改築
（投資的経費等）

預金（積立金）

その他

合　計

114,900円

65,100円

24,600円

30,600円

33,000円

22,800円

5,700円

3,300円

300,000円

38.3%

21.7%

8.2%

10.2%

11.0%

7.6%

1.9%

1.1%

100.0%

37.3%

20.3%

7.9%

9.8%

10.6%

11.5%

1.4%

1.2%

100.0% 



防
犯
グ
ッ
ズ
の
寄
贈

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！

　
小
学
校
新
１
年
生
に
対
し
て
、
㈱
西
の
丸
様
か
ら

「
ラ
ン
ド
セ
ル
カ
バ
ー
」、
日
向
地
区
交
通
安
全
協

会
門
川
支
部
様
か
ら
「
か
ど
っ
ぴ
ー
・
が
わ
っ
ぴ
ー

反
射
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
」、
県
北
生
コ
ン
協
同
組
合
様

か
ら
「
防
犯
ブ
ザ
ー
」
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
日
頃
よ
り
子
ど
も
た
ち
の
安
全
な
登
下
校
を
ご
支

援
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
こ
と
に
、
心
よ
り
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

　
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
た
物
品
に
つ
い
て
は
、
町
内

各
小
学
校
の
新
１
年
生
に
配
付
し
、
安
心
・
安
全
な

登
下
校
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

県
北
生
コ
ン
協
同
組
合
様
よ
り
寄
付
を
い
た

だ
き
ま
し
た
！

　
令
和
５
年
３
月
14
日
（
火
）
に
県
北
生
コ
ン
協
同

組
合
様
よ
り
「
児
童
生
徒
の
交
通
安
全
・
防
犯
に
役

立
て
て
ほ
し
い
」
と
の
こ
と
で
寄
付
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　
こ
ち
ら
の
寄
付
に
つ
い
て
は
、
平
成
24
年
度
か
ら

毎
年
い
た
だ
い
て
お
り
、
今
回
の
寄
付
に
つ
き
ま
し

て
も
、
子
ど
も
た
ち
の
安
全
の
た
め
に
活
用
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

株
式
会
社
メ
タ
ル
フ
ォ
ー
ジ
様

ト
ル
コ
・
シ
リ
ア
地
震
救
援
金
へ
寄
付

　
3
月
23
日
に
株
式
会
社
メ
タ
ル
フ
ォ
ー
ジ
様
（
竹

名
地
区
）
よ
り
、
日
本
赤
十
字
社
の
ト
ル
コ
・
シ
リ

ア
地
震
救
援
金
へ
の
寄
付
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
株
式
会
社
メ
タ
ル
フ
ォ
ー
ジ
様
は
海
外
か
ら

の
社
員
雇
用
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
災
害
で
有
力
な

人
材
が
失
わ
れ
な
い
よ
う
に
と
の
思
い
か
ら
今
回
の

寄
付
に
至
っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
度
の
寄
付

に
つ
き
ま
し
て
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
2
月
6
日
に
発
生
し
た
当
地
震
の
死
者
数
は
５
万

人
を
超
え
、
被
災
者
は
２
０
０
０
万
人
を
超
え
る
と

言
わ
れ
て
お
り
、
現
地
で
は
現
在
も
復
旧
活
動
が
続

い
て
お
り
ま
す
。
日
本
赤
十
字
社
で
は
、
国
内
外
で

発
生
し
た
災
害
に
つ
い
て
寄
付
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
て
お
り
ま
す
。

消
防
団
表
彰

　
令
和
５
年
３
月
18

日
（
土
）
に
開
催
さ

れ
た
宮
崎
県
消
防
大

会
で
、
飯
干
浩
行
副

団
長
が
日
本
消
防
協

会
功
績
章
を
峰
慎
司

第
１
分
団
長
が
日
本

消
防
協
会
精
績
章
を

そ
れ
ぞ
れ
受
章
さ
れ

ま
し
た
。

　
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

新
入
職
員
紹
介

　
令
和
５
年
４
月
１
日
付
で
、
門
川
町
に
９
名
の
職

員
が
入
庁
し
ま
し
た
。

　
明
る
く
元
気
に
、
皆
様
の
お
役
に
立
て
る
よ
う
頑

張
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
上
段
右
か
ら
】

西
脇
　
愛
【
町
民
課
　
主
事
　（
町
民
窓
口
係
）】

岩
佐
　
哲
汰
【
教
育
課
　
主
事
（
社
会
教
育
係
）】

中
城
　
佑
太
【
税
務
課
　
主
事
（
住
民
税
係
）】

宮
脇
　
航【
地
域
振
興
課
　
主
事（
に
ぎ
わ
い
創
出
係
）】

秦
　
友
一
朗【
地
域
振
興
課
　
主
事（
商
工
観
光
係
）】

【
下
段
右
か
ら
】

紅
梅
　
有
希
乃
【
平
城
保
育
所
　
保
育
士
】

園
田
　
彩
【
平
城
保
育
所
　
保
育
士
】

阿
部
　
里
帆【
健
康
長
寿
課
　
主
事（
医
療
保
険
係
）】

原
田
　
瑞
季
【
福
祉
課
　
主
事
（
子
育
て
支
援
係
）】

　門川町の両港から船で約５分の無人島「乙島」には、毎年多く
のキャンパーが訪れます。特に７・８月のキャンプ予約が入った
日には島内に管理人を配置し、SUP やシーカヤック、釣りなどの
アクティビティがレンタルで楽しめるほか、地元の中学生が描い
た手作り案内看板で巡る島内トレッキングもできるので、キャンプ初心者や親子連れも安心して
キャンプを楽しめます。今年の夏は、門川町の乙島で「船で行く無人島キャンプ」という非日常を
体験してみてはいかがでしょうか。ご予約や詳細は、( 一社 ) 門川町観光協会 HP でご確認ください。

【日時】７月～８月（予約受付は６月１日から）
※上記期間以外の利用希望者は門川町観光協会にお問合せください。

【場所】門川町　乙島
【お問い合わせ先】一般社団法人　門川町観光協会
　　　　　　　　TEL 0982-57-4110　FAX 0982-57-4117

今年の夏は無人島でアウトドア体験!!

日 向 東 臼 杵 報情

▶
飯
干
浩
行
副
団
長（
右
）と
峰
慎
司
第
１
分
団
長（
左
）

8広報　　　　５月9 広報　　　　５月

▲(左)代表取締役社長 福本 照久 様

▲県北生コン協同組合様より防犯ブザー
　日向地区交通安全協会門川支部様より反射キーホルダー

◀
㈱
西
の
丸
様
よ
り

　

ラ
ン
ド
セ
ル
カ
バ
ー



第36回かどがわ健康ロードレース
大会が開催されました！

　かどがわ健康ロードレース大会が３月26日（日）に門川海浜総合公園を発着としたロードレース
コースで開催されました。
　当日は少雨の中、343名のランナーがそれぞれのペースでコースを走りました。走り切った後には、
地場産品が当たるお楽しみ抽選会もあり大会は大いに賑わいました。また、周辺住民の皆様には交通
規制などご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございました。
　最後に、参加された皆様へ、今大会におきまして、コース誘導などの不手際などがありましたことを
深くお詫び申し上げます。

（
最
優
秀 

町
長
賞
を
受
賞
し
た
有
松
教
諭
）
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令
和
４
年
度

教
職
員
教
育
実
践
研
究
報
告
書

入
選
者
表
彰
に
つ
い
て

　
教
職
員
教
育
実
践
研
究
報
告
書
に
つ

い
て
は
、
13
名
の
教
職
員
が
入
選
し
、

表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

 

　「
教
育
実
践
研
究
報
告
書
」
と
は
、
各

学
校
が
直
面
す
る
課
題
に
対
す
る
先
生

方
の
日
々
の
実
践
を
そ
の
ま
ま
報
告
書

と
し
て
ま
と
め
て
い
た
だ
く
も
の
で
、

児
童
生
徒
に
対
し
て
も
、
課
題
の
解
決

に
よ
り
直
接
的
に
寄
与
す
る
も
の
で
す
。

　
本
年
度
は
募
集
に
対
し
81
編
の
応
募

が
あ
り
、
ど
の
報
告
書
も
児
童
生
徒
の

実
態
や
学
校
の
課
題
を
踏
ま
え
た
研
究

内
容
と
な
っ
て
お
り
、
先
生
方
の
実
践

の
足
跡
が
読
み
と
れ
る
も
の
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。

　
各
学
校
の
先
生
方
が
、
児
童
生
徒
の

成
長
を
願
い
、
日
々
の
努
力
と
研
究
に

取
り
組
む
姿
勢
は
、
必
ず
門
川
町
の
未

来
を
支
え
る
子
ど
も
た
ち
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

入
選
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
優
良
　
教
育
長
賞
】

　
門
川
小
学
校

学
校
栄
養
職
員
　
　
宮み

や
も
と本

　
元も

と
こ子

「 

基
礎
・
基
本
を
身
に
付
け
、
主
体
的

に
学
ぶ
児
童
の
育
成
～
『
食
べ
る
力
』

を
育
む
食
育
推
進
の
在
り
方
を
通
し

て
～
」

　
草
川
小
学
校

教
　
諭
　
　
徳と

く
ま
る丸

　
岳が

く

「 

児
童
一
人
ひ
と
り
の
思
考
力
や
想
像

力
を
養
い
、
自
分
の
考
え
を
形
成
す

る
力
を
高
め
る
国
語
科
学
習
指
導
の

在
り
方
～
『
読
む
こ
と
』
領
域
の
授

業
づ
く
り
を
通
し
て
～
」

　
門
川
中
学
校

教
　
諭
　
　
島し

ま
ざ
き崎

　
祥し

ょ
う
こ子

「
人
と
つ
な
が
る
、
言
葉
で
伝
え
る
、

自
分
の
よ
さ
に
自
信
を
も
つ
生
徒
の
育

成
～
個
に
応
じ
た
支
援
の
在
り
方
、
自

立
活
動
の
工
夫
を
通
し
て
～
」

【
最
優
秀
　
町
長
賞
】

　
草
川
小
学
校

教
　
諭
　
　
有あ

り
ま
つ松

　
千ち

あ
き明

「 

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
み
、
自
分

の
考
え
を
表
現
で
き
る
児
童
の
育
成

～
物
語
文
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
の
授
業

を
通
し
て
～
」

【
優
秀
　
議
会
議
長
賞
】

　
五
十
鈴
小
学
校教

　
諭
　
　
榎え

の
も
と本

　
愛あ

い
り里

「 

自
ら
考
え
、
自
ら
表
現
す
る
児
童
の

育
成
～
確
か
な
学
力
を
育
む
た
め
の

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
授

業
実
践
～
」

【
優
秀
　
副
町
長
賞
】

　
草
川
小
学
校

教
　
諭
　
　
津つ

ま
が
り曲

　
康や

す
お夫

「 

英
語
を
話
せ
た
、
伝
わ
っ
た
、
を
実

感
さ
せ
る
小
学
校
外
国
語
科
の
学
習

指
導
の
在
り
方
～
第
５
学
年
に
お
け

る
『
言
語
活
動
』
の
設
定
の
工
夫
と

指
導
改
善
を
通
し
て
～
」

【
佳
作
】

　
門
川
小
学
校

教
　
諭
　
　
堀ほ

り

　
俊し

ゅ
ん
た
ろ
う

太
郎

　
門
川
小
学
校

教
　
諭
　
　
渡わ

た
な
べ邊

　
も
も

　
草
川
小
学
校

教
　
諭
　
　
髙た

か
は
し橋

　
亮

り
ょ
う
い
ち一

　
五
十
鈴
小
学
校

養
護
教
諭
　
　
椎し

い
ば葉

　
昌ま

さ
み美

　
五
十
鈴
小
学
校教

　
諭
　
　
河か

わ
ち内

　
志し

ほ穂

　
門
川
中
学
校

教
　
諭
　
　
渡わ

た
な
べ邊

　
祥し

ょ
う
ご吾

　
門
川
中
学
校

教
　
諭
　
　
土つ

ち
て手

　
香か

お
り織
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図書館だより図書館だより図書館だより 第200号第200号
令和５年５月１日発行 門川町立図書館

TEL.0982（68）0001
FAX.0982（68）0024

かどがわちょうりつとしょかん

■ 新刊・話題の本 ここで紹介しているのは、ほんの一部です。随時、
新着本が入ってきていますので図書館でご覧ください。

一　般　書

実 

用 

書

文 

芸 

書

75歳からの生き方ノート
江戸の女子旅 旅はみじかし歩けよ乙女

富士山噴火に備える
つくりおき園児のおべんとう はじめてでもかんたん！朝ラク

おそるおそる育休

楠木 新／著
谷釜 尋徳／著

『科学』編集部／編
新谷 友里江／著
西 靖／著

浪華燃ゆ
文豪、社長になる
忘らるる物語
魔女と過ごした七日間
不快な夕闇

伊東 潤／著
門井 慶喜／著
高殿 円／著
東野 圭吾／著
マリーケ・ルカス・ライネフェルト／著

児　童　書

「図書館だより」は
200号を迎えました！

え
ほ
ん

読
み
も
の

調
べ
も
の

てんてんきょうだい
ちいさなふたりのいえさがし
ぼくはいったいどこにいるんだ

田口 麻由／絵
たかお ゆうこ／さく
ヨシタケ シンスケ／作

しんかい6500
ゆうびんきょくにいこう
魅せる和太鼓上達のコツ

山本 省三／作
ほるぷ出版
川原 邦裕／監修

１ねん１くみの女王さま ３ えんそくラララ
つる子さんからの奨学金
そんなのうそだ！

いとう みく／作
まはら 三桃／作
ジーン・メリル／作

　門川町立図書館の「図書館だよ
り」は、2002年11月1日に第1号
が発行されたのが始まりです。当時
はＢ４版の１枚紙で、館内で配布し
ていました。
　それから発行頻度が隔月だったり
毎月だったりの変化はありました
が、一度も中断することなく発行を
続けています。
　これからも町民のみなさまに、図
書館を身近に感じてもらえるような
情報を発信していきたいなと思って
います。

新しいＡＶ資料が入りました！
★★★ ＣＤ ★★★

『クラシック百貨店BEST SELECTION』
　ベルリン・フィル・ハーモニー／ほか演奏

『いつも何処かで』　桑田 圭祐／演奏
『ユーミン万歳！』　YUMI MATSUTOYA／歌
★★★ ＤＶＤ ★★★

『らくらく自宅で介護 食事編』
『らくらく自宅で介護 起居動作編』
『アーヤと魔女』
『宇宙戦艦ヤマト』

※ＡＶ資料は一人２点まで、５日間の貸出です。
※ＡＶ資料は壊れやすいので返却ポストには入
　れずに、直接、カウンターへご返却ください。

×

蔵書点検のご報告
　２月２８日(火)～３月９日(木)に行
われた蔵書点検期間中、利用者のみ
なさまには大変ご不便をおかけしま
した。
　職員全員で手分けして、館内の資
料すべてのバーコードを１点１点読
み取り、「所在不明の資料はない
か？」「配架やデータに誤りはない
か？」などを総点検しました。その結
果、以下のとおりとなりましたのでご
報告いたします。

点検数　１０８，５４９点
令和４年度不明本　　５点

　不明本の詳細については図書館玄
関付近に掲示しています。（～５月３１
日(水)まで）
　図書館では引き続き、今後も不明
本の発見につとめてまいります。

　利用時間外に本を返したい場合は、玄関横
に「返却ポスト」がありますので、その中に入
れてください。
※返却ポストは休館日、夜間問わずいつでも
　ご利用いただけます。
　ただし、ＣＤ・ビデオ・ＤＶＤはケースが割れ
たり中身に傷が付いたりしますので、開館日
にカウンターへお持ちください。

「ヒムカイザー」の撮影がありました
蔵書点検期間中、「天孫降臨ヒムカイザー」の

撮影が館内にて行われました。

　見たことのない機材が搬入＆設
置され、館内はいつもと違った雰
囲気に…！
　役者さんたちの細かい演技に感
心しつつ、職員も作業をしながら
遠巻きに見守りました。

　映画は門川町オールロケで２０２３年には公開予定と
のことです。
　また、ヒムカイザーのＤＶＤをご寄贈いただきましたの
で、上映会を予定しています。詳細が決定しましたら、ポ
スターやホームページ等でお知らせします。お楽しみに！

◆ 図書館カレンダー５月 ◆

ゴールデンウィーク期間中の開館について

利用時間

休館日

（火～金曜日）午前１０時～午後７時
（土・日・祝）午前１０時～午後５時

毎週月曜日、資料整理日（毎月1日及び１月4日）
年末年始（12月29日から翌年1月3日）
年末及び年度末資料整理日（12月28日・3月31日）
特別整理期間（毎年1回）

□休館日　　〇おはなし会

日

7

14

21

28

月

1

8

15

22

29

火

2

9

16

23

30

水

3

10

17

24

31

木

4

11

18

25

金

5

12

19

26

土

6

13

20

27

おはなし会のごあんない
【対象：０～３才くらい】５月１０日(水)
【対象：４～６才くらい】５月１３日(土)
【場所】図書館１階　おはなし室
【時間】午前１０時３０分より（３０分程度）

絵本や紙芝居のよみきかせ、手あそびをします。
事前申し込み等は必要ありません。
お気軽にお越しください。

４月２３日 ～ ５月１２日は

「こどもの読書週間」です！

４月２９日(土) 昭和の日
４月３０日(日) 
５月 １ 日(月) 
５月 ２ 日(火) 
５月 ３ 日(水) 憲法記念日
５月 ４ 日(木) みどりの日
５月 ５ 日(金) こどもの日

午前１０時 ～ 午後５時
午前１０時 ～ 午後５時
月曜休館日
資料整理日
午前１０時 ～ 午後５時
午前１０時 ～ 午後５時
午前１０時 ～ 午後５時



※避難の際、自分の安全を守るためのもの
※笛（ホイッスル）も準備が必要
※身分証明書や通帳（写し）も準備しておく

災害発生時に最初にもちだすもの

非常持出品チェックリスト

準備しておこう非常持出袋！

品　目
□　飲料水
□　非常食
□　携帯電話の充電器
□　懐中電灯(予備電池)
□　携帯ラジオ(予備電池)
□　ヘルメット(防災ずきん)
□　救急医薬品、常備薬
□　マイナンバーカード
□　貴重品(通帳、印鑑等)
□　現金
□　健康保険証(コピー)

確認日 確認日品　目
□　住民票コピー
□　ライター、マッチ
□　ナイフ、缶切り、栓抜き
□　ティッシュペーパー
□　タオル
□　着替え
□　マスク
□　軍手
□　雨具
□　ポリ袋、レジ袋
□　消毒用エタノール

門川町一斉避難訓練のお知らせ門川町一斉避難訓練のお知らせ

自分の命は自分で守る！

避難経路、避難場所の確認

皆さん、訓練の意義を理解し全世帯、参加しましょう！

避難開始は、何も準備しない
状態で、「避難指示」が発令
されてから避難してください。

　平素より、門川町防災事業の推進について、ご理解とご協力を頂きまして、誠にあり
がとうございます。
　門川町一斉避難訓練を令和5年5月28日（日）午前9時から行います。
　今回の訓練は、地震・津波（南海トラフ巨大地震時の浸水想定エリア内）及び大雨・台
風（土砂災害警戒区域）時の避難訓練を行います。
　町民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

　お近くの避難場所等までの避難経路、避難に要する時間、安全等を確認し、
できるだけ早く安全な避難ができるように準備しておきましょう。

時　間

8：0 0 ～

9：0 0 ～
 9 ： 3 0

　 9：3 0 　

内　容

・訓練を行う旨の事前広報
防災行政無線と消防車での巡回広報でのお知らせ。

・大地震発生を放送（防災行政無線）
・町内全域に「避難指示」を発令（防災行政無線）（避難開始）
・避難完了後の講話、訓練等については各地区の計画による。
・避難完了後の解散は、地区会長の判断
近隣の高台、一時避難場所など、地域の実情にあった場所に
避難しましょう。

・避難訓練終了の放送（防災行政無線）

１　訓練日時：令和5年5月28日（日）
9：00～9：30　

　　少雨決行、大雨の場合には延期します。

２　訓練の概要（流れ）　

訓練、研修等のお問い合わせは、総務課消防防災係担当までご連絡ください。
総務課消防防災係（63-1140）

非常持出袋と
安否確認タオルの活用も
忘れずに！
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令和５年度　門川町消防団退団式・辞令交付式が行われました

機能別団員
機能別団員
本部・音楽隊
第一分団担当（１部・２部・３部）
第二分団担当（４部・５部・１３部）
第三分団担当（６部・７部・１２部）
第四分団担当（８部・９部・１０部・１１部）
町内全域

三ヶ瀬
松瀬、上井野
大内原、小松、大丸
小園、城屋敷、中山、五十鈴
南町１区・２区、南ヶ丘、平城西、平城東、本町、上町、城ヶ丘、梅ノ木
西栄町、東栄町、竹名、宮ヶ原、栄ヶ丘
旭町、尾末東、中尾、後向
下納屋
上納屋
加草１区・２区・３区・４区・５区
庵川西、須賀崎
庵川東、牧山、谷ノ山
中村

8

35
12
22
12
13
21
29
21
15
14
29
25
21
15
10

１部
２部
３部
４部
５部

１３部
６部
７部

１２部
８部
９部

１０部
１１部

横山　幸三
飯干　浩行
奈須　直之
河野　将稔
峰　　慎司
樫本　貴史
道前　真樹
園田　通夫
黒木　健太
水永　俊史
和田　良太
川井　　徹
江川　五勇
安田　　仁
金内　健太
松本　和志
赤澤　秀夫
柳瀬　大樹
黒木　君誓
河口　恵御
濵田　秀昭
黒木　真次
中田　健人

団　長

副団長

分団長

部　長
隊　長
部　長
部　長
部　長
部　長
部　長
部　長
部　長
部　長
部　長
部　長
部　長
部　長
部　長

令和５年４月１日現在消防団員数　団長以下　302名（うち女性13名）（機能別団員35名を含む団員数　337名）

所　属 階　級 氏　名 人員 管　轄　区　域

消防音楽隊
本　部

団
分
一
第

団
分
二
第

団
分
三
第

団
分
四
第

←退団団員を代表し
 　感謝状を授与される

 　 江川　武光さん前団長

消防団員募集中！

門川町消防団では消防団員募集しています。
興味のある方は、
門川町役場 総務課 消防防災係(63-1140)
または管轄区域の部長までお問い合わせく
ださい。

　令和５年度 門川町消防団退団式および辞令交付式が４月７日（金）に行われ、26名の退団者に町長より感
謝状が授与されました。長年の消防団活動へのご尽力、誠にありがとうございました。その後、横山幸三団
長より副団長１名、分団長１名、部長９名、新入団員13名（令和４年度途中入団者含む）に辞令が交付されま
した。
　令和５年度 門川町消防団幹部体制は下記のとおりです。本年度も消防団活動へのご理解とご協力をお願
いいたします。

16広報　　　　５月

令和４年度　住民基本台帳を閲覧した団体を公表します。

＊住民基本台帳法第11条第３項及び第11条の２第12項の規定により、閲覧した団体を公表します。
〈お問い合わせ先〉町民課町民窓口係　☎63-1140(内線2122）

住民基本台帳閲覧申請者 請求事由 閲覧年月日 閲覧範囲

自衛隊宮崎地方協力本部長 令和４年５月18日
自衛官及び自衛官候補生の募集のため
の対象者抽出

平成12年４月２日～平成13年４月１日、平
成16年４月２日～平成17年４月１日の間に
生まれた日本人

一般社団法人　中央調査社
会長　境　克彦

令和４年６月30日「人権擁護に関する世論調査（附帯調
査：たばこ対策）」のための対象者抽出

住所が「宮ケ原３丁目」にある18歳以上の日
本人

一般社団法人　中央調査社
会長　境　克彦

令和５年２月16日「健康情報についての全国調査2023」
の実施のための対象者抽出

住所が「大字門川尾末8479-1～9200-3」に
ある満20歳以上の日本人

宮崎県日向保健所長 令和４年９月15日「令和４年県民健康・栄養調査」のため
の対象者抽出

住所が「大字加草1447-3～2325-3番地」に
ある者

一般社団法人　新情報センター
事務局長　山本恭久 令和４年10月26日「家計消費状況調査」の実施のための対

象者抽出
住所が「大字門川尾末、上町５～６丁目、本町
１～２丁目、大字庵川」にある16歳以上の者

一般社団法人　新情報センター
事務局長　山本恭久 令和５年２月７日「家計消費状況調査」の実施のための対

象者抽出

住所が「中須１～４丁目、上町４丁目、南町１
～３丁目、大字門川尾末、庵川西３丁目、須賀
崎４～５丁目」にある16歳以上の者

６月７日（水）に防災行政無線のテスト放送を行います
　６月７日（水）に全国一斉情報伝達訓練が行われます。
　門川町内に設置している防災行政無線のスピーカーや無線と連動した戸別受信機などから下記の
とおりテスト放送が流れます。
　この訓練は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）※を用いて全国一斉に行われるもので、地震・
津波や武力攻撃などの緊急時にすみやかに住民の方へ情報を伝達するための訓練です。
　皆さまのご理解とご協力をお願いします。

（１）訓練実施日時　　令和５年６月７日 ( 水 )　１１時００分ごろ
（２）訓練で行う放送試験

( ※ ) Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの
緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時
にお伝えするシステムです。

【お問い合わせ先】総務課 消防防災係 TEL 63-1140

情報伝達手段 放送内容

防災行政無線

　町内に設置してある防災行政無線のスピーカーや戸別受信機より、
一斉に次のように放送されます。

【放送内容】
　上りチャイム音
　「これは、テストです。」×３
　「こちらは、ぼうさいかどがわちょうです。」
　下りチャイム音
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マイナポイント第２弾の申込期限は
令和５年９月末までに延長されました

　マイナンバーカードを令和５年２月末までに申請した方が対象です。最大２万円分のポイントがもらえます。
お早めにお申し込みください。マイナポイントは、スマートフォンからお申込みできます。門川町役場でもお
申込みのサポートをしています。

【マイナポイント申込受付時間】
　平日　午前９時～正午まで／午後２時～午後５時まで
　予約は不要です。受付順にご案内いたします。
　ご不明な点はお問い合わせください。　

〇マイナンバーカード窓口休日開庁について
【休日開設日】事前の電話予約が必要です。

５月 14 日（日）、５月 28 日（日）　午前９時から正午まで　

（予約受付・お問い合わせ）平日 8：30 ～ 17：00　町民課町民窓口係　電話 63-1140（内線 2122）

マイナンバーカード
新規申請者に
商品券2,000円
進呈中♬

※マイナポイント対象外の方

町長と町民の意見交換の日
～夢と希望がもてる町について語ろう～

＜開催日時＞
令和５年５月21日（日曜日）（午前10：00～12：00）
＜開催場所＞
門川町役場　町長室（庁舎２階）
＜対象者＞
門川町在住の方（中学生以上）※中学生、高校生は保護者同伴
＜対話時間＞
午前10：00～12：00まで（一名あたり25分間以内、同伴者は２名まで）
＜参加申込＞
５月15日（月）までに参加申込書に必要事項を記入し、郵送、FAXまたはご持参
により門川町役場総務課までお申し込みください。
参加申込書は門川町ＨＰよりダウンロードしていただくか、門川町役場総務課
もしくは総合案内窓口にて配布します。
＜注意事項＞
１日の定員は４名です。
個人的な相談内容はお受けできません。
＜お問い合わせ先＞
門川町役場　総務課　TEL：0982-63-1140
６月の開催につきましては次号の広報かどがわまたはHPにてお知らせいたし
ます。

高齢者肺炎球菌予防接種について令和５年度

門川町に住民票のある65歳以上の方で、23価の肺炎球菌ワクチンを

１度も接種していない方が高齢者肺炎球菌の定期予防接種の対象です。

町 内 実 施 医 療 機 関

クーポンが届いた方の自己負担額 と 接種期間

対　　象　　者

※４月にクーポン券・予診票を送付しています。１度もこの予防接種を受けていない方が対象です。接種した
　ことのある方が再度接種すると腫れや痛みが強く現れることがありますので、ご自分の接種歴を確認してく
　ださい。
※クーポン券に同封される説明書を読み、予診票を記入して医療機関を受診ください。　
※令和６年度からは65歳の方のみ対象になります。

問合わせ先：健康長寿課　健康づくり係　☎６３－１１４0

＊一　　　　　般　2,500円　　　

＊生活保護受給者　0円（受給証明書を持参してください）

令和５年４月１日から
令和６年３月３１日まで
クーポン券が利用できます。

過去にこの予防接種を受けたことがない以下の方

☆令和5年度のクーポン券対象者

65歳 70歳 75歳 80歳 85歳 90歳 95歳 100歳

65歳

70歳

75歳

80歳

85歳

90歳

95歳

100歳

昭和33年4月2日～昭和34年4月１日生

昭和28年4月2日～昭和29年4月１日生

昭和23年4月2日～昭和24年4月１日生

昭和18年4月2日～昭和19年4月１日生

昭和13年4月2日～昭和14年4月１日生

昭和 8 年4月2日～昭和 9 年4月１日生

昭和 3 年4月2日～昭和 4 年4月１日生

大正12年4月2日～大正13年4月１日生

※宮崎県内の医療機関で接種できます。町外については、直接医療機関にお問合せ下さい。

※定期通院中の方は、かかりつけ医のもとで接種してください。

森迫胃腸科
内科

田中病院

白石病院

柴尾医院

日向病院

要予約

予約
不要

要予約

要予約

要予約

６３－２０４８

６３－２２１１

６３－１３６５

５０－４３３２

６３－０９９９（健診室）

月・火・木・金　9：00～11：00、14：00～16：00
水・土　8：００～１１：００（第2・4土曜日は休診）

月～金　9：00～12：00、14：00～16：30
土　　　9：00～１1：30

月・水・木・金　10：００～１1：3０

月～金　15：00～17：00（第3水曜日は午後休診）

月～金　9：00～15：30　健診室への予約



文責：門川町役場　新型コロナウイルスワクチン接種推進室

1.令和５年春開始接種は、５月からスタート

2.令和５年秋開始接種は、９月からスタート

〔対象者別の接種イメージ〕

※初回接種（1・２回目）の方は一部医療機関で引き続き接種可能です。

無料新型コロナワクチン
令和５年度接種のお知らせ

・令和４年秋開始接種（オミクロン株対応2価ワクチン）を受けた65歳以上の方へ、５月から順次
接種券を発送します。（※①～③対象者に該当し、未使用の接種券をお持ちの方は、お持ちの接種券
で接種を受けることが可能です。）
・基礎疾患を有する方（12歳～64歳）は、申請が必要です。役場窓口またはFAX（0982-68-1010）
にて申請してください。
・医療従事者等（～64歳）は、申請が必要です。役場窓口または電話（0982-63-1140）にて申請し
てください。
※基礎疾患を有する方・医療従事者等の申請書は町ホームページに掲載しています。

令和５年春開始接種（５月～８月）

【使用ワクチン】オミクロン株対応２価ワクチン
　　　　　　　　　（ファイザー・モデルナ）

【対象者】初回接種（１・２回目）を終了した、以下の方が対象
　①65歳以上の方
　②基礎疾患を有する方（12歳～64歳）
　③医療従事者等（～64歳）

令和５年秋開始接種（９月以降）

【対象者】初回接種（１・２回目）を終了した、５歳以上の
全ての方（春開始接種で接種を受けた方も対象です。）

【使用ワクチン】国において現在、検討中

春開始接種（5月～8月）

秋開始接種（9月以降）

接種回数（令和5年度）

○

○

合計２回接種できます

－

○

合計１回接種できます

①65歳以上の方
②基礎疾患を有する方（12歳～64歳）
③医療従事者等（～64歳）

左記①～③以外の５歳以上
すべての方
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お問い合わせ・集団健診予約：門川町役場 健康長寿課 健康づくり係（内線2150・2148）

門川町国民健康保険加入者40歳～74歳、後期高齢者医療保険加入者の皆様

健診の主な検査項目：身体計測、血圧、検尿、血液検査、心電図、診察

受診券は届きましたか？

国保さわやか健診・後期高齢者健診って何？

始まりました！
国保さわやか健診・後期高齢者健診

約1万円の健診が無料で受けられます。

※助成は1回/年のみが対象です。

健 康 ク イ ズ

運動は30分以上続けないと

健康効果がない？

答え：×
短い時間でも健康効果があります。また、掃除や
庭仕事、犬の散歩などの生活活動もりっぱな運動
です。今より1日10分多く体を動かしましょう。
ウォーキングは無理なく続けやすいおすすめの運
動です。

　生活習慣病は増え続けています。そのほとんどに自覚症状がありません。健診の第一の目的は、

生活習慣病の早期発見です。普段から病院にかかっている方も対象です。結果から自分の状態を把
握して普段の生活を見直してみましょう。

個別健診（各医療機関）集団健診（門川町役場）

令和5年12月28日まで

※柴尾医院・森迫胃腸科内科は9月30日まで

※詳細については、受診券をご参照ください。

※町外医療機関については、各医療機関にお問
　合せ下さい。

※秋・冬は大変込み合いますので早目の受診を
　おすすめいたします。

要予約（健康長寿課 健康づくり係まで）
※ご予約後、健診日に近づきましたら問診票等
　を送付いたします。

9月 2 日

10月21日

11月25日

12月16日

土

土

土

土

日

日

日

日

9月 3 日

10月22日

11月26日

12月17日



通常の介護サービス費用

１割 保険給付 ９割

利用者負担 １割

介護保険だより

みんなで知ろう！認知症 ～連載～第９回 本人・家族の集いの場

脳トレクイズ答え：①ごぼう②ちんげんさい③にら④とうもろこし⑤へちま⑥とまと⑦ふき

脳トレクイズ
※答えは右下をご覧ください。

オレンジカフェ「いぶき」

ひとりで悩んでいませんか？
　日頃の愚痴や悩みを打ち明け合いませんか？少しでも思いを共有する時
間を持ち、心を軽くしましょう。まずはお電話ください。

認知症を考える家族の集い　☎63-7076

笑いは認知症の特効薬
　おもいきり、笑っておしゃべり
しましょう！認知症の方、ご家族、
地域の方など、どなたでもどうぞ。

オレンジカフェ
☎63-7771

ご本人やご家族が集える場所があります。ひとりで悩まず参加してみませんか？

日　時：毎週水・木曜日／午前10時～正午
場　所：東栄町こばる別館（元 樋口病院 跡）
参加費：200円

オレンジカフェ「ひらじょう」　
日　時：毎月第２第４木曜日／午後１時～３時
場　所：スーパー平城
参加費：100円

認知症の人と家族の会
日　時：偶数月第１土曜日／午後１時～３時
場　所：東栄町こばる別館（元 樋口病院 跡）
参加費：無料

次の漢字を読みましょう。ヒントは野菜です。
①牛蒡　②青梗菜　③韮　④玉蜀黍　⑤糸瓜　⑥赤茄子　⑦蕗

　特別な事情がないのに介護保険料を納付しないでいると、介護サービスを受ける
時に次のような給付制限を受けることがあります。

保険料を１年以上滞納すると…
　いったん介護サービス費用の全額（10 割）を支払っていただく場合があります。
　申請により、後で保険給付分が支払われます。

保険料を１年６か月以上滞納すると…
　いったん介護サービス費用の全額（10 割）を支払っていただく場合があります。
　申請をしても、保険給付分の一部または、全部が一時的に差し止めとなり、保険
料の滞納分に充てられることがあります。

　介護保険制度は、住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、また介
護が必要になっても安心して自立した生活を送れるように社会全体で支えていこう
というしくみです。
　通常、介護サービス利用者が支払う費用は、サービス利用全体の 1 割です。
　残りの 9 割は皆さんが納める介護保険料などでまかなわれます。

保険料を２年以上滞納すると…
　時効により、未納期間の介護保険料を納付することができなくなる場合がありま
す。
　保険料の未納期間に応じて、介護サービス費用の３割（一定以上の所得がある場
合は、４割）を自己負担することになります。
　また、一定の負担額を超えた場合に支給される高額介護サービス費なども受けら
れなくなります。

　保険料を納めない状態が続くと、滞納期間に応じて保険給付を制限する措置がと
られることがあります。
　その結果、介護が必要になったときに、ご自身やご家族の金銭的負担が増大する
場合があります。
　保険料の納め忘れのないようにお願いします。

【お問合せ先】健康長寿課　介護保険係　TEL 0982-63-1140

介護保険給付制限措置について
介護保険料を滞納し続けると…

介護保険制度とは
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門川町ファミリー・サポート・センター

○ 日 程 令和５年６月 日（火）・ 日（水）・ 日（火）・ 日（水）の４日間

○ 対 象 ２０歳以上の町内在住で、センター及び両会員自宅などでの託児や送迎のできる方

○ 定 員 名

○ 申込方法 お電話または、ＦＡＸ（お名前・生年月日・ご住所・電話番号をご記入のうえ）で、

当センターまで、お申し込みください

○ 申込〆切り ５月 日（水）

○ 問合せ先・講座会場 門川町子育て人づくりセンター ひだまりハウス

住所 東栄町１－１－２ ＴＥＬ ０９８２－６３－１４５３

ＦＡＸ ０９８２－６３－５００１

※※申申しし込込みみ後後、、参参加加者者各各位位にに詳詳細細ををおお知知ららせせ致致ししまますす。。

日日 時時 時時 間間 講講 座座 内内 容容

月月 日日

（（火火））
～～

オオリリエエンンテテーーシショョンン、、フファァミミリリーー・・ササポポーートト・・セセンンタターーのの目目的的ととししくくみみ

ままかかせせてて会会員員ささんんのの話話、、子子どどもものの世世話話

子子どどもものの事事故故防防止止とと応応急急処処置置（（日日向向消消防防署署ににてて普普通通救救命命講講習習受受講講））

月月 日日

（（水水））
～～

小小児児看看護護のの基基礎礎知知識識、、心心のの発発達達とと保保育育者者ののかかかかわわりり

手手遊遊びび・・絵絵本本のの読読みみ聞聞かかせせ

月月 日日

（（火火））
～～

子子どどもものの身身体体のの発発達達とと現現状状、、子子どどもものの栄栄養養とと食食生生活活、、保保育育のの心心

メメデディィアアかからら子子どどももをを守守るるたためめにに

子子どどももののああそそびび（（身身近近なな手手作作りりおおももちちゃゃ））

月月 日日

（（水水））
～～

子子育育ててをを取取りり巻巻くく環環境境、、実実習習のの心心構構ええ、、保保育育実実習習（（平平城城保保育育所所ににてて））

障障ががいいののああるる子子のの預預かかりりににつついいてて、、会会員員証証書書授授与与

令和５年度 まかせて会員養成講座のご案内

おねがい会員 子育ての手助けをしてほしい方 まかせて会員 子育てを応援したい方

☆☆会員の条件 会員登録は無料です

門川町ファミリー・サポート・センターでは、子育ての手助けを必要としている方に、

会員宅やセンターでの託児、また、園学校塾等への送迎など、子育てのお手伝いをして

くださる方「まかせて会員」を募集いたします。

特別な資格は要りませんが、ファミリー・サポート・センターのしくみや子どもの発

達を知っていただく為、下記の日程で開催いたします講座の受講が必要になります。

地域の子育てにどうぞお力をお貸しください！ たくさんのご参加をお待ちしてい

ます！！

残残業業でで保保育育

園園やや児児童童ククララ

ブブののおお迎迎ええがが

心心配配……

通通院院やや学学校校行行

事事のの時時、、預預けけ

るる人人ががいいなないい

……

子子育育ててししてて

いいるる人人をを

手手助助けけししたたいい

何何かか社社会会にに

貢貢献献ししたたいい

 ★町内居住、または町内の事業所に勤務している方

★生後４ヵ月から小学６年生までの子どもの保護者

※会員登録申し込みの際、事業の仕組みと活動につい

ての説明を受けていただきます。

★２０歳以上の町内居住の方

★心身ともに健康な方で、自宅やセンター等

での託児や送迎のできる方

※センターが実施する講習会（４日間）の受

講が必要です。

ファミリー・サポート・センター
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

門川町

ファミリー・サポート・センターとは？

育児の中で困った時に対応する為、育児の援助を受けたい人（おねがい会員）と、育児の援助を行

いたい人（まかせて会員）が会員登録し、地域において相互に助け合う有償ボランティア組織です。

ファミリー・サポート・センター

 

例えば・・・

「上の子の参観日に下の子を連れて

行くのは大変・・・」

「残業続きで、保育園のお迎えが心配・・」

「自分が病院受診するのに子どもを

預ける人がいない・・・」

 
「子どもが好きだから」

「子育てしている人を手助けしたい」

「なにか社会に貢献したい」

例えば・・・

活動終了後、 報酬支払

事前打ち合わせ（アドバイザーも）・援助活動

おねがい会員

会員登録すると、育児に関

する援助を依頼できます。

まかせて会員

援助の活動ができる曜日や

時間を登録していただきます。

アドバイザー

利用日・利用時間 利用料金

月～金（祝日を除く） ～ 時間あたり 円

上記以外の時間と土・日・祝日 時間当たり 円

 
 
 
 
 
 
 

 

ファミリー・サポート・センター利用のながれ
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令和５年度の『くらしのアドバイザー』を紹介します まちづくり活動を応援します！
かどがわスマイル応援事業（補助金）交付団体募集のお知らせ　くらしのアドバイザーは住民の消費生活（悪質商法やクーリング・オフなど）に関する相談にア

ドバイスをしたり、町への消費生活に関する情報提供や啓発活動を行ったりしています。
　町内でも「架空請求」や「送りつけ詐欺」など、悪質な手口が発生しておりますので、おかしい
なと思ったらすぐにお近くのアドバイザーにご相談ください。

【くらしのアドバイザー】
　　山崎　珠枝　さん（本町）
　　竹本　眞巳　さん（上町）
　
消費生活巡回相談をご利用ください
　令和５年度の消費生活巡回相談の日程をお知らせします。消費生活において気になること、困っ
ていること、なんでも結構です。相談会では専門相談員がお話をうかがいます。どなたでもお気軽
にご相談ください。

【消費生活巡回相談】
　日　　　時　：　5/10・8/9・11/8・2/14　いずれも 10：00 ～ 12：00　
　場　　　所　：　門川町役場 1 階　相談室
　　※変更または中止になる場合は町ホームページでお知らせします。

こんなことないですか？～日常には消費者問題が潜んでいます～
　〇「火災保険を使って家を修理できます」と勧誘されて、無理やり契約させられた
　〇　身に覚えのない請求が届いた（封書やメール）　　など

困った時にはすぐ相談！
　日向地区広域消費生活センター（日向市役所内）☎ 0982-55-9111
　月～金曜日　8：30 ～ 17：15
　※ 12：00 ～ 13：00 を除く。ご相談は 16：00 までにお電話ください。
　門川町地域振興課商工観光係　☎ 0982-63-1140（内線 2226）

　門川町では、住民主体で取り組むまちづくり活動を応援し、笑顔あふれるまちづくりを目指すため、
「かどがわスマイル応援事業」を実施します。
　昨年度につきましては、４団体がこの補助金を活用し、事業を実施しております。
　まちづくり活動をやってみたい、もっと充実させたいと思っているあなたのご応募をお待ちして
おります。

【応募事業】
　次の項目に該当し、営利を目的としない事業が対象です。
　（１）産業・ものづくりの振興に関する事業
　（２）観光振興に関する事業
　（３）芸術・文化・スポーツや生涯学習の振興に関する事業
　（４）健康・福祉の推進、子どもの健全育成推進に関する事業
　（５）その他、地域の活性化に資すると町長の認める事業

【補助内容】
　支援対象経費が 15 万円以内のものについては 10 分の 10 を補助し、15 万円を超えるものについ
ては、超えた額の２分の１の額を加算した額を限度とします。（1,000 円未満の端数がある場合は、
当該端数は切捨てます。）
　ただし、１事業あたりの補助の上限は 25 万円とします。

　　例：支援対象経費 20 万円の場合
　　　　200,000 － 150,000 ＝ 50,000　50,000 × 1/2 ＝ 25,000 円　
　　　　150,000 + 25,000 ＝ 175,000   175,000 円が補助額となります。

【補助期間】
　年次計画で実施する事業は、３ヵ年を限度として補助します。ただし、３年経過後、審査会にお
いて特に延長が認められれば、２ヵ年延長できます。

【応募資格】
　町内を拠点とする団体・グループで、政治・宗教等を目的としない団体
　※一般の事業所も本事業の目的に添えば、利用可能です。

【応募期間】
　令和５年５月１日（月）～令和５年５月 31 日（水）
　※昨年度に引き続き補助金を受けようとする団体も申請が必要です。

【事業の決定について】
　審査会にて、各団体より事業の説明をしてもらい、公共性や有益性を加味し、審査会により補助
事業の決定をおこないます。審査会については、６月を予定しています。

【お問い合わせ先】地域振興課　にぎわい創出係　☎ 0982-63-1140
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令和５年度の門川町における発注予定の工事を、下記のとおりお知らせします。

１. ここに掲載した内容は、公表時点（令和 5 年 4 月 1 日）において門川町が発注を予定している工事です。
（予定価格 250 万円を超えると見込まれる工事）

２. 公表日現在において、工事に必要な土地等の取得、関係者等の協議、調整が未了であるなどの理由に
より工事実施が未確定のものについては、含まれていません。

３. 掲載した工事は、公表日現在の予定であり、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、又は掲載
されてない工事が発注される場合があります。

４. 掲載した工事は、工種、工区等を分離・分割して発注する場合があります。
※工事内容等につきましては担当課へお問い合わせください。

令和５年度 公共工事の発注予定について

番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

工事名称
消防団第 13 部機庫建築工事
大浴ろ過タンク更新工事
露天 2　露天風呂廻り改修工事
露天 1　露天風呂廻り改修工事
非常照明取替工事
図書館 1 階事務所他照明ＬＥＤ取替工事
林道維持工事
道路維持工事
西栄町第 2 街区公園フェンス改修工事
小園栄ヶ丘線防護柵設置工事
交通安全施設工事
排水路整備工事
小園栄ヶ丘線排水路整備工事
曽根米ノ山線道路改良工事
千田ノ木平城線道路改良工事
西ノ山住宅 51 棟住戸改善工事 1
西ノ山住宅 51 棟住戸改善工事 2
平城住宅解体工事
平城住宅合併浄化槽設置工事
令和5年度小園栄ヶ丘線配水管布設替工事（西栄町1工区）
令和5年度小園栄ヶ丘線配水管布設替工事（西栄町２工区）
令和 5 年度平城区画 5 号線ほか配水管布設替工事
令和 5 年度竹名橋山原線配水管布設替工事
令和 5 年度城屋敷通り線配水管布設替工事
令和 5 年度上納屋地区排水処理施設原水ポンプ取替工事
令和 5 年度衛生センター脱臭アルカリ循環ポンプ取替工事
令和 5 年度衛生センター真空ポンプ取替工事
令和 5 年度衛生センター各配管取替工事

工事場所
東栄町

かどがわ温泉心の杜
かどがわ温泉心の杜
かどがわ温泉心の杜
かどがわ温泉心の杜
門川町立図書館
大字川内

町内
西栄町
梅ノ木
町内
町内

梅ノ木
庵川

五十鈴
町内
町内
町内
町内

西栄町
西栄町
平城西
宮ヶ原
城屋敷
上納屋
五十鈴
五十鈴
五十鈴

期間（約ヶ月）
4
1
1
1
1
3
3
4
3
4
3
4
5
6
6
4
4
4
6
4
4
5
4
4
4
4
4
4

工事種別
建築一式
機械器具設置工事業
建築一式
建築一式
消防施設工事
電気工事業
土木一式
舗装工事業
土木一式
土木一式
土木一式
土木一式
土木一式
土木一式
土木一式
建築一式
建築一式
解体工事業
水道施設工事業
水道施設工事業
水道施設工事業
水道施設工事業
水道施設工事業
水道施設工事業
機械器具設置工事業
機械器具設置工事業
機械器具設置工事業
管工事

工事概要
機庫新築
大浴ろ過タンクの更新
露天風呂廻りの改修
露天風呂廻りの改修
非常照明の取替
図書館 1 階事務所他の照明 LED 化
路面工、舗装工、排水施設工
舗装工
フェンス工
防護柵工
区画線工、防護柵工
土工、側溝工、舗装工
土工、側溝工、舗装工、縁石工
土工、法面工、排水工、舗装工
土工、側溝工、舗装工
間取りの改修
間取りの改修
町営住宅 3 棟の解体工事
合併浄化槽の設置及び給排水管の改修
DIP‐GX　L ＝ 200 ｍ
DIP‐GX　L ＝ 200 ｍ
HPPE φ 50 ～ 75　L=660
HPPE φ 100　L=60
HPPE φ 75　L=85
No2&3　原水ポンプ 100DL65.5　取替工事
脱臭アルカリ循環ポンプ　U‐803MS 取替工事
真空ポンプ　40NVK65.5 取替工事
希釈水管 BF、重油配管、濃縮上澄水管取替工事

発注予定時期（４半期）

2
3
3
3
3
1
1
1
3
2
3
1
2
1
2
1
１
２
2
2
2
１
2
2
2
1
2
2

担当課
総務課

地域振興課
地域振興課
地域振興課
地域振興課
教育課
農林水産課
建設課
建設課
建設課
建設課
建設課
建設課
建設課
建設課
建設課
建設課
建設課
建設課

環境水道課
環境水道課
環境水道課
環境水道課
環境水道課
環境水道課
環境水道課
環境水道課
環境水道課

国民年金保険料の追納をおすすめします！

五十鈴川流域の森林や河川の環境保全・啓発事業を支援します！

　国民年金保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合に比
べ、将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。
　ただし、免除等を受けた期間の保険料については、後から納付（追納）することにより、老齢基
礎年金の年金額を満額に近づけることができます。追納を希望される場合はお申し込みが必要です。

追納できる期間
10 年以内の免除・猶予された期間です。
※ 免除等を受けた期間の翌年度から起算して３年度目以降に追納する場合には、当時の保険料に加

算額が上乗せされます。

手続きに必要なもの ( 代理の方でも手続きできます )
①年金手帳または基礎年金番号通知書
②身分証明書

手続きをする場所・問い合わせ先
門川町役場　町民課国民年金係　（電話 0982-63-1140）　延岡年金事務所（電話 0982-21-5424）

今月の出張年金相談 ※要予約※
日時：５月 25 日（木）午前 10 時～午後３時
場所：日向市中央公民館
ご予約は、延岡年金事務所（電話 0982-21-5424）まで

　門川町と美郷町で構成する五十鈴川流域森と水を守る協議会では、五十鈴川流域の森林河川の環
境保全や啓発活動等を行う団体に対する支援事業を実施しています。
　令和５年度中に以下に該当する活動を行う予定がある団体（グループ）からの応募をお待ちして
おります。

（補助対象事業）
　①水質保全のための活動
　②植樹祭等の森林保全活動
　③国土の保全や都市や山村との交流のための活動
　④地域住民参加の景観保全等の郷土づくりのための活動

【補助内容】　
　①補助対象経費が 10 万円以内の場合、10 分の 10 以内を補助
　②補助対象経費が 10 万円を超える場合、超えた分の２分の１以内を①に加えて補助
　　（補助金額上限：20 万円）

【補助期間】
　単年度（１年間）

【応募資格】
　公共的団体及びその他の地域活動を行っている団体（グループであり、個人不可）

【募集期間】
　令和５年４月３日（月）～令和５年 12 月 28 日（木）

【支援事業採択について】
　申込のあった支援事業については、後日その採択又は不採択を決定し、申込された団体へ結果を
送付します。

【その他】
　支援事業に応募する際には、事業内容などが明記された「五十鈴川流域森と水を守る協議会活動
支援事業申請書及び添付書類」を提出していただきます

【お問い合わせ先】
　門川町役場　環境水道課　環境係　☎ 63-1140
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令和５年度  狂犬病予防注射日程表 「門川町子ども家庭総合支援拠点」を開設しました
　飼い犬には年に 1 度、狂犬病予防注射を行う必要があります。
　例年、集団予防注射ということで町内各地の公民館等を利用して注射を行っ
ておりますが令和 5 年度の日程が決まりましたので、お知らせいたします。
※ 当日は郵送にて送付いたしましたハガキ「狂犬病予防注射の実施について

( お知らせ )」を必ずお持ちください。

　門川町役場庁舎内に門川町子ども家庭総合支援拠点を設置しました。
　子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、育児やしつけ、子育てに対する不安や
悩み、家庭内の問題（虐待、家庭内暴力や不登校）など様々な相談を受け付け、関
係機関と連携を図りながら、その実情に応じた適切な支援へとつないでいきます。

　上記の相談内容のように様々なことで悩んでいたり、困っていることがあればお
気軽にご相談ください。

【子育ての相談】
　● 子どもに対してイライラする
　● 子育てに疲れてしまう
　● 子どもとの関り方がわからない
　● 子どもの発達が気になる
　● 育児を手伝ってくれる人が近くにいない

【生活・家族の相談】
　● 経済的に困っている
　● ひとり親家庭への支援制度を知りたい
　●  親や兄弟の世話をしないといけないため自分のための

時間がない

場 所 : 門川町役場　福祉課・健康長寿課
時 間 : 8 時 30 分～ 17 時 15 分　月曜日～金曜日（祝日・休日を除く）
電 話 : 0982-63-1140　FAX : 0982-63-1356

月　日 曜　日 地　区　名 会　　場 時　　間

5月 14 日 ( 日 )
※�平日に都合が悪い方
は近くの会場をご利
用ください。

役場玄関前 (新庁舎 ) �8:30�~��9:00
上井野公民館 �9:20�~��9:40
南ヶ丘公民館 10:00�~�10:20
平城西集会場 10:30�~�10:50
東栄町公民館 11:00�~�11:20
宮ヶ原公民館 11:30�~�11:50
庵川西公民館 12:00�~�12:20

5 月 16 日 （火）

南町１区・２区、南ヶ丘 古川公民館 �9:00�~��9:20
上町 上町公民館 �9:30�~��9:50
本町 本町児童公園（中須） 10:00�~�10:20

旭町、尾末東、後向
中尾、下納屋、上納屋

旭町公民館 10:30�~�10:50

平城西、平城東
梅ノ木、中山

平城西集会所 11:00�~�11:20

城ヶ丘 城ヶ丘公園 11:30�~�11:50
加草 1～ 2区 加草 2区公民館 13:30�~�13:50
庵川東、牧山、谷ノ山 庵川東多目的研修施設 14:00�~�14:20
庵川西、須賀崎 庵川西公民館 14:30�~�14:50
加草 3～ 5区 草川地区公民館 15:00�~�15:20

5 月 17 日 ( 水 )

中村 中村公民館 �9:00�~��9:20
竹名 竹名公民館 �9:30�~��9:50
宮ヶ原 宮ヶ原公民館 10:00�~�10:20
西栄町、東栄町、栄ヶ丘 西栄町公民館 10:30�~�10:50
城屋敷、小園 城屋敷多目的研修センター 11:00�~�11:20
五十鈴 五十鈴営農集落センター 11:30�~�11:50
三ヶ瀬 三ヶ瀬多目的集会施設 13:30�~�13:50
上井野、松瀬 上井野公民館 14:10�~�14:30
大内原 大内原多目的集会施設 14:40�~�15:00
大丸、小松 丸口バス停前 15:10�~�15:30

例えば…
？
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次期し尿処理施設について（シリーズ４）

質問①

　門川町では、現在五十鈴地区にある門川町衛生センター
が運転を開始してから40年以上経過していることから、
新しいし尿処理施設の計画を進めています。
　そこで、し尿処理施設に関する情報を皆様に提供し、町
内全体の課題としてご理解をいただくためにお知らせし
ています。
　今回は４回目となり、これまでに開催した説明会で出さ
れた質問や意見などをご紹介します。なお、今後は不適に
掲載していきます。

国道388号から衛生センターへの町道（千田ノ木軍野線）は幅が狭いが、次の施設ができる
となると工事車両などが増えて、散歩ができるか不安になる。

答

町指定の廃棄物収集運搬業者は、先述の町道以外は運航しないよう指導していますが、ご
指摘のとおりこの町道は狭いため車両の離合などで不便をおかけしています。仮に建設が
始まった場合は、工事車両等を含めて通行車両が増加すると予想されますが、注意喚起を
図り交通安全には十分配慮していきます。

答
現在、稼動している衛生センターから出される排出水は毎月水質調査を実施し、その結果
をホームページに掲載しています。これまでのところ排出水の基準となる指標（環境基準）
はクリアしていますが、次期施設についても、この環境基準を順守していきます。

質問② 次の施設では焼却はしないのか。

答
現在の施設では各家庭から収集される汚泥を焼却していますが、次の施設では焼却せずに
資源化する方向です。

質問⑤ 住民への説明はしたのか。

質問⑥ 工事はいつから行うのか。

質問③ 衛生センターから出される排水の処理は問題ないのか。

質問④ 大きな地震が発生した場合の津波などを含めた災害対策は大丈夫なのか。

答
現在の計画では、令和６年度から８年度にかけて次期衛生センターの建設工事を行い、９
年度には現施設の解体撤去工事をする予定です。

答
日向灘沖地震や南海トラフ巨大地震が発生した場合の津波を想定して、次期施設では嵩上
げなどの対策を講じ、汚泥などが流れ出さないようにします。

質問⑦ 　次の衛生センターが建設されたら、周辺の環境への影響はないのか。

答
次期衛生センターの建設をする前に、生活環境影響調査を令和４年度から５年度にかけて
実施します。その結果を踏まえながら、次の施設は周囲の環境へ影響のないように計画し
ます。

答
建設候補地である五十鈴地区において、これまで説明会を２回開催し、漁業関係者にも別
途説明会を開催しています。また、町広報で今年の１月号から次期し尿処理施設について
の記事を連載しています。

【問合せ先：環境水道課 衛生センター建設係】

考えよう！一般廃棄物最終処分場（シリーズ㉑）

「次期広域最終処分場基本構想」決定のお知らせ

　基本構想とは、建設候補地にて次期広域最終処分場を建設すると仮定した場合の施設整備
のコンセプトや施設規模、今後のスケジュール等をとりまとめたものです。

　次期広域最終処分場の施設整備のコンセプトを次のとおり定めました。

2.施設整備のコンセプト

　令和13年度からの埋立開始に備えるため、段階的に計画設計、各種調査を計画しています。
今後も説明会を開催し、ご意見等を伺いながら施設整備に反映していきます。

基本構想の詳しい内容は、広域連合のHPに掲載していますので、ご覧ください。
今後は、建設候補地での予備調査において、地形や地質などの状況から、概ね建
設に支障がないことを確認し、建設候補地の花水流地区の皆様から基本同意を
頂ければ、令和６年度以降に予定している本格的な調査や計画作成、協議を進め
ていきたいと考えています。

3.スケジュール （現時点でのスケジュールです。）

～未来を築く地域と共生した最終処分場～

1.基本思想とは

テーマ1

テーマ2

テーマ3

災害や気候変動に対して強靭な構造を採用した
「安全・安心」な施設とします。

施設内の緑化といった自然環境や生活環境など
「環境に配慮」した施設とします。
地域に親しみをもって受け入れて頂けるように

「地域との融和」を考慮した施設とします。

広域連合のHP

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10～12年度 令和13年度

現最終処分場埋立

基本
同意

基本
計画

予備
調査

測量地質調査

環境調査

候補地
選定

構想策定

基本
設計 実施設計 建設工事

建設
同意

地域振興策、
公害防止等の協議

稼働開始



■販売期間 

令和5年6月5日（月）～令和5年8月31日（木）
9 時～ 16 時（土日祝日は除きます）
※ 販売枚数に限りがあり、完売次第、終了

となります。

■販売場所 

門川町商工会（門川駅構内 APIO）

■購入限度額

一世帯あたり 100 万円。ただし、年度内に
一回限りの購入になります。（購入額問わず）

■対象工事 

10 万円以上の工事が対象になります。ただ
し、商品券購入前の着工は対象となりません。
※築１年以上の住宅から対象となります。

○リフォーム商品券の対象になるもの 

・住宅の増改築
・屋根の葺き替え、塗装
・外壁の張替え、塗装
・玄関、窓サッシの取替え
・風呂、洗面台、トイレ等の取替え　など

■購入に必要なもの 

①門川町リフォーム商品券購入申込書
( 商工会、役場建設課に備え付けるほか、町のホームペー
ジからダウンロードできます。)

②リフォーム工事見積書
③リフォーム工事施工前の写真
④住所が確認できるもの（運転免許証・マイナン
バーカードの写し、住民票など）いずれか１部

⑤土地・家屋名寄帳　⑥購入代金

■商品券が購入できる方

① リフォームを予定している住宅の持ち主
で、そこに居住している町民の方が原則。

②町税等を滞納していない方。
③ 自宅として築 1 年以上の住宅を所有している方。
④ 自宅と店舗や事務所が一体となっている

住宅は、居住している部分（総延べ床面
積で 1/2 以上が居住部分であること）

×リフォーム商品券の対象にならないもの

・クーラー等の電化製品の購入、取替え
・ ケーブルテレビ、インターネット等の配

線工事
・防犯のための設備以外の外構工事
・町など他の助成制度があるもの
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水道使用契約者の皆様へ

水道用量水器取替実施のお知らせ

量水器取替について

　環境水道課では、適切な水道使用量を測るため、計量法に基づき検定有効期間の
８年に近づいた量水器から順次取替交換を実施しています。

量水器取替の内容

　平成２８年に設置した量水器を撤去し、新しい量水器の設置を実施します。
取替作業は下表事業者が実施します。

令和５年５月８日～令和５年８月３１日（予定）　（時間８：３０～１７：００）

取替費用について

取替事業者

取替期間

①取替事業者は町が発行する「門川町環境水道課委託事業者証」を携帯していますので、必
　要があれば提出を求めてください。
②在宅の場合は、取替事業者が一度お声掛けをしてから取替え作業を行います。
　不在の場合は、取替え作業を行い、その後「お知らせ票」を投函します。

その他

事 業 者 名

１ 富高工務店 63-4882

２ 小松設備 63-7235

電 話 番 号 取 替 地 区

五十鈴、小園、南町１区、南町２区、
南ヶ丘、平城西、梅ノ木、上井野

須賀崎、庵川西、庵川東、竹名、中山

３ 請関水道設備工業 63-1286
平城東、平城西、城ケ丘、加草１区、
加草２区、加草３区、加草４区、
加草５区

５ 小泉管工事工務店 63-1251
城屋敷、上町、本町、旭町、尾末東、
後向、中尾、下納屋、上納屋、中村、
栄ケ丘

４ 叶設(きょうせつ) 95-0655 東栄町、西栄町、宮ヶ原

　量水器取替の費用は、門川町が負担します。また、取替作業の際に量水器の接続部
品等の劣化・腐食・破損等が見つかりましたら、取替を要請する場合があります。量
水器以外の部品交換の場合は契約者負担になる場合もありますので事前にご相談いた
します。

お問い合わせ先
門川町役場　環境水道課
電話 （代）63-1140　内線2163　（直）66-1150

※リフォーム施工業者になるには事前に登録する必要があります。
　くわしくは、下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
　門川町商工会　☎ 63-1514　門川町役場建設課 建築住宅係　☎ 63-1140 ( 内線 2253)

門川町住宅リフォーム
商品券を販売します！
1枚5万円の住宅リフォーム商品券が
4万2500円で購入できます

プレミアム率15％
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昨
年
5
月
の
赤
十
字
運
動
月
間
か
ら
3
月

末
ま
で
に
、
町
民
の
皆
さ
ま
か
ら
お
寄
せ
い

た
だ
い
た
活
動
資
金
（
寄
付
金
）
は
総
額
２
，

１
４
３
，
１
７
１
円
で
し
た
。
ご
協
力
い
た

だ
き
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
活
動
資
金
（
寄
付
金
）
は
、
今

後
、
日
本
赤
十
字
社
が
行
う
災
害
救
援
活
動

や
医
療
・
社
会
福
祉
事
業
、
献
血
の
推
進
活

動
、
青
少
年
赤
十
字
の
育
成
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
と
こ
ろ
で
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

　
毎
年
５
月
に
赤
十
字
活
動
へ
の
参
加
と
活

動
資
金
（
寄
付
金
）
へ
の
協
力
を
呼
び
か
け

る
赤
十
字
運
動
月
間
を
含
め
、
こ
れ
か
ら
も

町
民
の
皆
さ
ま
の
赤
十
字
活
動
へ
の
ご
理
解

と
、
温
か
い
ご
支
援
・
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

日
本
赤
十
字
社
　
門
川
町
分
区

　
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
４
月
１
日
現

在
で
宮
崎
運
輸
支
局
に
登
録
さ
れ
て
い
る
自

動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。

　
自
動
車
を
お
持
ち
の
方
は
、
５
月
31
日

（
水
）
ま
で
に
自
動
車
税
（
種
別
割
）
を
納

め
て
く
だ
さ
い
。

　
納
付
は
、
金
融
機
関
、
県
税
・
総
務
事
務

所
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
ほ
か
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
が
あ
れ
ば
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
を
利
用

し
て
納
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
５
月
中
旬

育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
い

ず
れ
か

③
運
転
免
許
証

（
公
益
・
構
造
減
免
）

　
手
続
き
に
必
要
な
も
の
が
異
な
り
ま
す
の

で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
人
権
擁
護
委
員
法
が
昭
和
24
年
６
月
１
日

に
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し
て
、
毎
年
６

月
１
日
を
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
と
し
て

定
め
て
い
ま
す
。
人
権
擁
護
委
員
は
、
市
町

村
長
か
ら
推
薦
さ
れ
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ

れ
た
方
で
す
。
人
権
相
談
や
街
頭
啓
発
な
ど
、

人
権
の
大
切
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
活

動
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
毎
年
６
月
１
日
に
は
、
全
国
一
斉
特
設
人

権
相
談
所
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
町
内
で
は
、

門
川
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
庵
川
西
）
で

６
月
１
日
（
木
）
の
午
前
10
時
か
ら
午
後
３

時
ま
で
開
設
い
た
し
ま
す
。
人
権
に
つ
い
て

の
悩
み
や
心
配
ご
と
が
あ
る
方
は
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
延
岡
で
職
業
訓
練
生
募
集
！

　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
は
も
の
づ
く
り
の
技

能
・
知
識
を
身
に
つ
け
る
訓
練
を
行
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
就
職
支
援
の
シ
ス
テ
ム
も
充

実
し
て
お
り
、
受
講
生
の
就
職
率
は
90 

・
９

％
で
し
た
（
令
和
３
年
度
実
績
）。

　
手
に
職
を
つ
け
た
い
求
職
者
の
方
に
お
す

す
め
の
訓
練
で
す
。
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ま
で
に
納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
場
合
は
、

県
税
・
総
務
事
務
所
ま
で
御
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
障
が
い
の
あ
る
方
の
た
め
に
使
用

す
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
要
件
に

該
当
す
る
場
合
、
納
期
限
ま
で
に
申
請
す
れ

ば
、
自
動
車
税
（
種
別
割
）
が
減
免
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
お
近
く
の
県
税
・
総
務
事
務
所
ま
で

　
日
向
県
税
・
総
務
事
務

　
☎
０
９
８
２
|
５
２
|
４
１
４
７

　
身
体
な
ど
に
障
害
が
あ
る
人
の
た
め
に
使

用
す
る
軽
自
動
車
は
、
一
定
の
要
件
に
当
て

は
ま
る
場
合
、
申
請
に
よ
り
軽
自
動
車
税
が

減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
身
体
障
害
者
等
減
免
】

　
身
体
な
ど
に
障
害
が
あ
る
人
の
た
め
に
使

用
す
る
軽
自
動
車
（
※
１
台
に
限
り
ま
す
）

【
公
益
減
免
】

　
社
会
福
祉
法
人
な
ど
が
公
益
の
た
め
に
使

用
す
る
軽
自
動
車

【
構
造
減
免
】

　
構
造
が
、
身
体
な
ど
に
障
害
が
あ
る
人
の

利
用
に
供
す
る
た
め
の
軽
自
動
車
（
車
い
す

の
昇
降
装
置
な
ど
の
装
着
）

【
申
請
期
限
】

　
５
月
31
日
（
水
）（
※
納
税
通
知
書
は
、

５
月
上
旬
に
発
送
予
定
で
す
。）

【
必
要
な
も
の
】

（
身
体
障
害
者
等
減
免
）

①
納
税
通
知
書

②
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、
療

ジ
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
令
和
５
年
7
月
入
所
生（
離
職
者
対
象
）募
集

•
訓
練
期
間
（
６
ヶ
月
間
）

　
令
和
５
年
７
月
５
日
（
水
）
～

　
令
和
５
年
12
月
25
日
（
月
）

•
訓
練
科

　
テ
ク
ニ
カ
ル
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
科
　
15
名

　
金
属
加
工
技
術
科
　
13
名

　
Ｃ
Ａ
Ｄ
も
の
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト
科
　
12
名

　
福
祉
住
環
境
リ
フ
ォ
ー
ム
科
　
15
名

　
電
気
設
備
技
術
科
　
15
名

•
募
集
期
間

　
令
和
５
年
５
月
８
日
（
月
）
～

　
令
和
６
年
６
月
12
日
（
月
）

 

•
入
所
資
格
　
求
職
中
の
方

• 

受
講
料
　
無
料
（
た
だ
し
テ
キ
ス
ト
代
等

の
費
用
は
、
本
人
の
負
担
と
な
り
ま
す
）

•
申
込
み
先

　
所
轄
の
公
共
職
業
安
定
所（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
）

•
参
　
考

　
雇
用
保
険
受
給
者
で
諸
条
件
を
満
た
さ
れ

る
方
は
、
訓
練
最
終
日
ま
で
受
給
期
間
が
延

長
さ
れ
ま
す
。

　
雇
用
保
険
受
給
者
以
外
の
方
も
、
諸
条
件

を
満
た
せ
ば
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
を
受
給

し
な
が
ら
受
講
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、 

公
共
職
業
安
定
所
（
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
）
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

•
施
設
見
学
会

　
４
月
26
日
（
水
）・
５
月
10
日
（
水
）・

　
24
日
（
水
）・
31
日
（
水
）

•
問
い
合
わ
せ
先

　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
延
岡

　
担
当
：
訓
練
課

　
☎
０
９
８
２
|
３
７
|
０
６
４
９

令
和
４
年
度
赤
十
字
活
動
へ
の
ご
協

力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

５
月
は
自
動
車
税（
種
別
割
）を

納
め
る
月
で
す
！

６
月
１
日
は

　

人
権
擁
護
委
員
の
日
で
す

職
業
訓
練
と
就
職
支
援
が
就
職

成
功
の
カ
ギ
！

軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て



事　業　者 電話番号

門川町役場 代表63-1140
環境水道課 直通66-1150

請関水道設備工業

叶設(きょうせつ)

小泉管工事工務店
富 高 工 務 店
小 松 設 備

63-1286
昼95-0655　
夜63-7148　
63-1251
63-4882
63-7235

漏水の発見方法

うわっ…私の水道代、高すぎ…？
それ、漏水かもしれません。

メーター パイロット

今
月
の
水
道
当
番
業
者
は

　
　
　
　次
の
と
お
り
で
す
。

５ 
月
の
水
道
当
番
表

日

７
請関

１４
小松

２１
小泉

２８
富高

月

５/１
小松

８
請関

１５
小松

２２
小泉

２９
富高

火

２
小泉

９
請関

１６
小松

２３
小泉

３０
富高

水

３
富高

１０
請関

１７
小松

２４
小泉

３１
富高

木

４
叶設

１１
請関

１８
小松

２５
小泉

６/１
富高

金

５
請関

１２
請関

１９
小松

２６
小泉

２
富高

土

６
小松

１３
請関

２０
小松

２７
小泉

３
富高

①お宅の蛇口を全部閉めて、メーターのパイロットを見てください。
②パイロットが回転しているなら、宅内（メーターから蛇口まで　
　の間）で漏水している可能性があります。
③漏水している場合は門川町指定業者に調査を依頼してください。
　（有料）

漏水は放っておいてもよくなることはありませんので、発見時に
は早急に修理をお願いいたします。

※緊急で修理が必要な場合の当番表です。

※当番業者の修理の受付状況によっては、　
　すぐに対応できない場合があります。

※上記の当番のほかにお知り合いの門川町
　指定業者がいらっしゃれば、そちらに相
　談していただいてもかまいません。

※５／１～５／６の間は日替わり当番にな
　りますのでご注意ください。

土土日 月 火 水 木 金

５月のカレンダー
（令和５年４月20日現在）

38広報　　　　５月39 広報　　　　５月

こどもの日みどりの日憲法記念日すくすくタイム
（10：00～16：00
子育て人づくりセ
ンター）

プレパパママ教室
※要予約

（9：45～11：45
子育て人づくりセ
ンター）

ベビーマッサー
ジ教室※要予約

（10：30～11：30
子育て人づくりセ
ンター）

乳児前期健診
〈R4年12・R5年1月生〉
（午後　門川町総
合福祉センター）

オレンジカフェ
「いぶき」
（10：00～12：00
東栄町こばる別館）

オレンジカフェ
「ひらじょう」
（13：00～15：00
スーパー平城）

おしゃべりサロン
（10：30～11：30
子育て人づくりセ
ンター）

オレンジカフェ
「いぶき」
（10：00～12：00
東栄町こばる別館）

定例行政相談
（10：00～15：00
門川町総合福祉
センター）

ハイハイ・
ヨチヨチ競争

（10:00～クリエ
イティブセンター
門川）

おはなしどんどん 
※要予約

（10:30～11:00
子育て人づくりセ
ンター）

かどがわ温泉
心の杜　休館日

オレンジカフェ
「いぶき」
（10：00～12：00
東栄町こばる別館）

３歳児健診
〈R1年10・11月生〉
（午後　門川町総
合福祉センター）

オレンジカフェ
「いぶき」
（10：00～12：00
東栄町こばる別館）

子育て講座「親子で楽し
いリトミック」※要予約

（10:30～11:00
子育て人づくりセ
ンター）

マイナンバー
カード休日開庁

（9：00～12：00　
役場町民課）

オレンジカフェ
「いぶき」
（10：00～12：00
東栄町こばる別館）

オレンジカフェ
「ひらじょう」
（13：00～15：00
スーパー平城）

オレンジカフェ
「いぶき」
（10：00～12：00
東栄町こばる別館）

町長と町民の
意見交換の日

オレンジカフェ
「いぶき」
（10：00～12：00
東栄町こばる別館）

門川町子育て応援
フェスティバル

（9:00～12:00
門川町総合文化会館）

マイナンバー
カード休日開庁

（9：00～12：00　
役場町民課）

7

14

21

28

5

12

19

26

6

13

20

27

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5/1

8

15

22

29

※ 

や
む
を
得
ず
変
更
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス
で
ご
確
認
の
上
、
ご
受
診

く
だ
さ
い
。

医
師
会
在
宅
当
番
医
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
０
９
８
２
|
５
３
|
１
２
１
4

小
児
科  

日
曜
・
祝
日
在
宅
当
番
医
の

お
知
ら
せ

＜診療時間は午前９時～午後６時＞

日　時 医療機関名 電　話 住　所

５月５日（金）
こどもの日
５月７日（日）
(第1日曜日)
５月14日（日）
(第２日曜日)
５月21日（日）
(第３日曜日)
５月28日（日）
(第４日曜日)

５月４日（木）
みどりの日

５月３日（水）
憲法記念日 桜ヶ丘ファミリークリニック

お倉が浜Kidsクリニック

大王谷こどもクリニック

丸山クリニック（小児科のみ）

松崎医院（小児科のみ）

おきしま小児科(小児科のみ)

こどもクリニックたしろ

(0982)28-2280

(0982)66-7611

（0982）50-2000

（0982）21-6028

（0982）21-0001

（0982）33-0222

(0982)56-1515

延岡市夏田町414-1

日向市財光寺1737-1-1

日向市亀崎西2-155-1

延岡市博労町4-4

延岡市昭和町1-11-1

延岡市大貫町４丁目1338-1

日向市原町4-58-4



1日にとりたい野菜の目標量は350ｇです。
※目安は、1日５皿程度の野菜料理です!!
（問合せ先）健康長寿課　健康づくり係

今月の納期

Webで口座振替の申込みができます。
お申し込みは、町ホームページおよびQRコードから

認知症簡易チェックサイトをご活用ください
いくつかの質問に答えるだけで、
アドバイスが表示されます。暮ら
しの中の目安としてご利用くだ
さい。※利用料無料（通信料は自己負担）

「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

材料(２人分)
・ごぼう
・にんじん
・きゅうり 
・ミニトマト
・ヨーグルト
・マヨネーズ
・カレー粉
・塩

……………………………　90g
…………………………　50g
…………………………　50g

………………………　20g
………………………　30g

……………………　小さじ2
…………………　小さじ1/2

…………………………　ひとつまみ

「町報かどがわ」についてのご意見 ･ ご要望は総務課までハガキか FAX でお送りください。
門川町公式ホームページ　http://www.town.kadogawa.lg.jp/

発行日／令和５年５月１日　発行編集／門川町役場　総務課
〒889-0696  宮崎県東臼杵郡門川町平城東1-1
TEL(0982)63-1140 ㈹　FAX(0982)63-1356
印刷／安井株式会社

●町内人口

（　　）内は前月

４月１日現在

男

7,996
 (8,015)

8,815
(8,838)

16,811
(16,853)

6,847
(6,850)

女 計 世帯数

＜作り方＞
①�細切にしたごぼう、にんじん、きゅうりは
　�歯ごたえが残る程度に茹で、水気をしっか�
�　り切る。
②�ボウルにヨーグルト、マヨネーズ、カレー�
�　粉、①を入れて混ぜ合わせ塩で味を調え�
　��る。
③�器に盛り付け、ミニトマトを添える。

へら塩・ベジ活・地産地消レシピ 「ごぼうのサラダ～ヨーグルトカレー仕立て～」
～カレー粉の風味が食欲をそそる一品です♪～

1人当たり：野菜105ｇ（目標量の約１/４の野菜がとれる）

～守ろう健康　食べよう　かどがわの食～

“Good  へら塩  Motto  ベジ活”

◎町県民税（第1期）

宮崎県ヘルスメイトおすすめ！


